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十
年
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一
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九
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毎
週
二
回
発
行
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曜
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定
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込
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箇
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を
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次

　
　
　
　

告　
　
　

示

○
道
路
の
区
域
変
更
（
二
件
）	

五
六
三

○
道
路
の
供
用
開
始	

五
六
三

　
　
　
　

公　
　
　

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請	

五
六
三

　
　
　
　
　
　

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
三
百
四
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
峡
北
支
所
に
お
い
て
、こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
十
二
月
三
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
一
月
十
九
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一	　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

北
杜
八
ヶ
岳
公
園
線

三　

道
路
の
区
域

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

旧
新
の
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

北
杜
市
高
根
町
五
町
田
字
土
蜂
地
一
六
四
九
番
一

地
先
か
ら

北
杜
市
高
根
町
五
町
田
字
土
蜂
地
一
六
三
八
番
一

地
先
ま
で

旧

八
・
四
〜
一
五
・
七

二
〇
四
・
八

新

一
三
・
一
〜

一
九
・
一

二
〇
四
・
八

山
梨
県
告
示
第
三
百
四
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
十
二
月
三
日
ま
で

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
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道
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域
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間

旧
新

の
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
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延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

上
野
原
市
西
原
字
宮
原
五
五
〇
二
番
地
先
か
ら

上
野
原
市
西
原
字
宮
原
五
五
一
一
番
四
地
先
ま
で

旧

一
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・
七
〜
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一
・
五

五
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・
三

新
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・
二
〜

二
六
・
一

五
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・
三

山
梨
県
告
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三
百
四
十
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道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
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第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
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び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
十
二
月
三
日
ま
で

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
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郡
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地
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郡
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村
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木
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六
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定
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十
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十
九
日

五
六
四

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
山
梨
県
県

民
情
報
セ
ン
タ
ー
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
一
月
十
九
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　

平
成
三
十
年
十
一
月
七
日

二	　

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

　

1　

名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
障
害
者
地
域
生
活
サ
ポ
ー
ト
・
オ
リ
ー
ブ

　

2　

代
表
者
の
氏
名　

辻
り
ち
子

　

3　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　

山
梨
県
甲
府
市
増
坪
町
八
十
番
地
一

　

4
	　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　

こ
の
法
人
は
、
知
的
・
身
体
・
精
神
の
障
害
を
有
す
る
者
に
対
し

て
、
自
立
し
た
地
域
生
活
を
送
る
た
め
の
支
援
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
提
供
す
る
福
祉
サ
ー
ビ

ス
の
質
の
向
上
並
び
に
地
域
福
祉
の
推
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三　

縦
覧
期
間　

平
成
三
十
年
十
一
月
十
三
日
か
ら
同
年
十
二
月
十
三
日
ま
で


